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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機（31）と熱源側熱交換器（33）と冷媒減圧度の可変な熱源側絞り機構（35）と再
熱熱交換器（41）と除湿用絞り機構（42）と利用側熱交換器（43）とが冷媒配管（17）に
よって順に接続された冷媒回路（13）と、
　　一端が圧縮機（31）の吐出側に接続され、他端が熱源側絞り機構（35）と再熱熱交換
器（41）との間に接続されると共に、冷媒流量を調節する流量調整機構（61）を有し、除
湿運転時に圧縮機（31）の吐出冷媒を再熱熱交換器（41）に導くバイパス通路（60）と、
　　除湿運転時に、利用側熱交換器（43）が設けられた室内の空気温度に基づいて、上記
熱源側絞り機構（35）及び流量調整機構（61）の少なくとも何れかを制御する除湿制御手
段（21）とを備え、
　　上記流量調整機構（61）は、開度の可変な調整弁（61）で構成される一方、
　　上記除湿制御手段（21）は、除湿運転時に、上記室内の空気温度が目標温度より高い
場合、熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度が最小でないと、調整弁（61）を全開状態とし
て熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を小さくする絞り制御を実行し、熱源側絞り機構（
35）の冷媒減圧度が最小であると、該熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を最小状態とし
て調整弁（61）の開度を小さくする調整制御を実行する一方、上記除湿運転時に、上記室
内の空気温度が目標温度以下である場合、調整弁（61）を全開状態であると、該調整弁（
61）を全開状態として熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を大きくする絞り制御を実行し
、調整弁（61）を全開状態でないと、熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を最小状態とし
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て調整弁（61）の開度を大きくする調整制御を実行するように構成されている
ことを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　　本発明は、空気調和装置に関し、特に、除湿運転対策に係るものである。
【０００２】
【従来の技術】
　　従来より、空気調和装置には、特開平１０－６２０３２号公報に開示されているよう
に、圧縮機と四路切換弁と室外熱交換器と室外絞り弁と再熱熱交換器と除湿絞り弁と室内
熱交換器とが順に接続された冷媒回路を備えたものがある。
【０００３】
　　上記空気調和装置は、例えば、除湿運転時において、圧縮機から吐出した冷媒を室外
熱交換器及び再熱熱交換器で凝縮させ、除湿絞り弁で減圧した後、室内熱交換器で蒸発さ
せて圧縮機に戻るように冷媒を循環させる。この結果、上記室内熱交換器で冷却除湿され
た室内空気が再熱熱交換器で加熱され、室温の低下を抑制して室内が除湿される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　　上述した空気調和装置において、再熱熱交換器から室内に吹き出す空気温度について
は、充分に制御されていないという問題があった。したがって、室内温度が目標温度に制
御されているといは言い難く、快適性が損なわれている場合があった。
【０００５】
　　また、除湿運転には、冷房気味除湿又は暖房気味除湿を行いたいという要望があるに
も拘わらず、これらの制御が行われていないので、快適性の向上を充分に図ることができ
ていないという問題があった。
【０００６】
　　本発明は、斯かる点に鑑みて成されたもので、除湿運転時に室内の空気温度を制御す
るようにし、快適性の向上を図ることを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　　　　〈発明の概要〉
　　本発明は、除湿時に再熱熱交換器（41）に供給する液冷媒量とガス冷媒量とを制御す
るようにしたものである。
【０００８】
　　　　〈解決手段〉
　　具体的に、図１に示すように、第１の発明は、圧縮機（31）と熱源側熱交換器（33）
と冷媒減圧度の可変な熱源側絞り機構（35）と再熱熱交換器（41）と除湿用絞り機構（42
）と利用側熱交換器（43）とが冷媒配管（17）によって順に接続された冷媒回路（13）を
備えている。更に、一端が圧縮機（31）の吐出側に接続され、他端が熱源側絞り機構（35
）と再熱熱交換器（41）との間に接続されると共に、冷媒流量を調節する流量調整機構（
61）を有し、除湿運転時に圧縮機（31）の吐出冷媒を再熱熱交換器（41）に導くバイパス
通路（60）を備えている。加えて、除湿運転時に、利用側熱交換器（43）が設けられた室
内の空気温度に基づいて、上記熱源側絞り機構（35）及び流量調整機構（61）の少なくと
も何れかを制御する除湿制御手段（21）を備えている。
【０００９】
　　さらに、上記流量調整機構（61）は、開度の可変な調整弁（61）で構成されている。
【００１０】
　　加えて、上記除湿制御手段（21）は、除湿運転時に、上記室内の空気温度が目標温度
より高い場合、熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度が最小でないと、調整弁（61）を全開
状態として熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を小さくする絞り制御を実行し、熱源側絞
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り機構（35）の冷媒減圧度が最小であると、該熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を最小
状態として調整弁（61）の開度を小さくする調整制御を実行する一方、上記除湿運転時に
、上記室内の空気温度が目標温度以下である場合、調整弁（61）を全開状態であると、該
調整弁（61）を全開状態として熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を大きくする絞り制御
を実行し、調整弁（61）を全開状態でないと、熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度を最小
状態として調整弁（61）の開度を大きくする調整制御を実行するように構成されている。
【００１１】
　　すなわち、本発明では、圧縮機（31）の吐出冷媒の一部が、熱源側熱交換器（33）に
おいて凝縮し、熱源側絞り機構（35）を流れる。一方、上記圧縮機（31）の吐出冷媒の一
部は、気相のままバイパス通路（60）を流れ、熱源側絞り機構（35）を流れた液冷媒と混
合する。この気液二相の冷媒は、再熱熱交換器（41）において、ガス冷媒が室内空気へ放
熱して凝縮する。その後、上記液冷媒は、除湿用絞り機構（42）で膨張し、利用側熱交換
器（43）において蒸発して圧縮機（31）に戻る。つまり、室内空気は、利用側熱交換器（
43）で冷却されて除湿され、この冷却除湿された室内空気は、再熱熱交換器（41）で加熱
されて室内に吹き出し、室内を除湿する。そして、上記除湿運転時において、利用側熱交
換器（43）が設けられた室内の空気温度に基づいて、上記熱源側絞り機構（35）及び調整
弁（61）の少なくとも何れかが制御され、除湿運転時における室内の空気温度が制御され
る。
【００１２】
　　特に、除湿運転時において、除湿制御手段（21）によって熱源側絞り機構（35）の冷
媒減圧度とバイパス通路（60）における調整弁（61）の開度とを選択的に制御する。この
結果、除湿運転時において、圧力損失を最小とすることができるので、効率の向上が図ら
れる。
【００１３】
【発明の効果】
　　したがって、本発明によれば、除湿運転時に圧縮機（31）の吐出冷媒を再熱熱交換器
（41）に供給するバイパス通路（60）を設け、熱源側絞り機構（35）の冷媒減圧度又は調
整弁（61）の開度を制御するので、室内空気の制御範囲の拡大を図ることができる。つま
り、室内を冷房気味除湿又は暖房気味除湿に制御することができるので、快適な空気調和
を行うことができる。
【００１４】
　　また、除湿運転時に圧縮機（31）の吐出冷媒を再熱熱交換器（41）に供給するバイパ
ス通路（60）を設けるようにしたために、再熱熱交換器（41）における冷媒側熱交換が気
液二相の状態で行われるようにすることができる。この結果、必要再熱量を確保するに際
して、再熱熱交換器（41）の小型化を図ることができる。一方、高圧冷媒圧力の上昇を抑
制することができるので、省エネルギ化を図ることができる。
【００１５】
　　つまり、配管長さが長い長配管の冷媒回路（13）にも対応し得るように多くの冷媒を
充填する場合がある。このような場合、冷媒回路（13）にレシーバ（34）を設け、配管長
さが短い場合、冷房運転等に余剰となる冷媒を溜め込めるようにしている。このレシーバ
（34）を冷媒回路（13）に設けた場合、除湿運転を行うと、熱源側絞り機構（35）である
室外絞り弁を全開状態とするため、レシーバ（34）に溜まった液冷媒が再熱熱交換器（41
）に流れて該再熱熱交換器（41）に溜まることになる。
【００１６】
　　この結果、上記再熱熱交換器（41）における冷媒側熱交換は、液冷媒のみの液単相と
なり、必要な再熱量を確保することができないという問題があった。この必要再熱量を確
保するようにすると、再熱熱交換器（41）が大型化する一方、高圧冷媒圧力が上昇する。
【００１７】
　　したがって、上記バイパス通路（60）を設けることにより、上記再熱熱交換器（41）
における冷媒側熱交換が気液二相の状態で行われるようにすることができる。
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【００１８】
　　また、除湿運転時に熱源側絞り機構（35）と調整弁（61）とを選択的に制御するので
、室内空気の制御範囲の拡大を図ることができると共に、圧力損失の低減を図ることがで
きる。つまり、室内を冷房気味除湿又は暖房気味除湿に制御することができるので、快適
な空気調和を行うことができる。また、熱源側絞り機構（35）と調整弁（61）とを選択し
て制御するので、圧力損失が最小の状態で除湿運転を実行することができるので、運転効
率の向上を図ることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明の実施形態
の前提技術について説明した後、本発明の実施形態を説明する。
【００２０】
　　〈前提技術１〉
　　図１に示すように、空気調和装置（10）は、冷房サイクルと暖房サイクルとを切り換
え、冷房運転と暖房運転とを切り換えて行うと共に、除湿運転を行うように構成されてい
る。
【００２１】
　　上記空気調和装置（10）は、熱源側ユニットである１台の室外ユニット（11）と利用
側ユニットである１台の室内ユニット（12）とを備え、いわゆるペア型に構成されている
。また、上記空気調和装置（10）は、冷媒回路（13）と制御手段であるコントローラ（20
）とを備えている。
【００２２】
　　上記冷媒回路（13）は、熱源側回路である１つの室外回路（30）と、利用側回路であ
る１つの室内回路（40）と、室外回路（30）と室内回路（40）とを接続する液側連絡配管
（15）及びガス側連絡配管（16）とにより構成されている。そして、上記液側連絡配管（
15）及びガス側連絡配管（16）は、冷媒配管（17）の一部を構成している。
【００２３】
　　上記室外回路（30）は、室外ユニット（11）に収納されている。上記室外回路（30）
は、圧縮機（31）と四路切換弁（32）と室外熱交換器（33）とレシーバ（34）と室外絞り
弁（35）と液側閉鎖弁（36）とガス側閉鎖弁（37）とを備えている。
【００２４】
　　上記圧縮機（31）は、例えば、高圧ドームの密閉型のスクロール圧縮機であり、電動
機の回転数が段階的に又は連続的に多段に変更される容量可変の圧縮機である。つまり、
上記圧縮機（31）は、インバータによって電動機の回転数が制御されている。
【００２５】
　　上記圧縮機（31）の吐出側と吸込側とは、冷媒配管（17）を介して四路切換弁（32）
の第１のポートと第２のポートに接続されている。また、上記四路切換弁（32）の第３の
ポートと第４のポートは、冷媒配管（17）を介して室外熱交換器（33）とガス側閉鎖弁（
37）とに接続されている。
【００２６】
　　上記四路切換弁（32）は、第１のポートと第３のポートが連通し且つ第２のポートと
第４のポートが連通する状態（図１に実線で示す状態）と、第１のポートと第４のポート
が連通し且つ第２のポートと第３のポートが連通する状態（図１に破線で示す状態）とに
切り換わる。この四路切換弁（32）の切換動作によって、冷媒回路（13）における冷媒の
循環方向が反転する。つまり、上記冷媒回路（13）は、冷媒の循環方向が可逆に構成され
ている。
【００２７】
　　上記レシーバ（34）は、円筒状の容器であって、冷媒を貯留するためのものである。
該レシーバ（34）と上記室外絞り弁（35）とは、整流回路（50）に設けられている。該整
流回路（50）は、４つの逆止弁を有するブリッジ回路（51）と、一方向にのみ冷媒が流れ
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る一方向通路（52）とより構成され、室外熱交換器（33）と液側閉鎖弁（36）との間に設
けられている。
【００２８】
　　上記ブリッジ回路（51）の４つの接続端のうちの第１の接続端は、室外熱交換器（33
）の下端部に接続され、ブリッジ回路（51）の第２の接続端は、液側閉鎖弁（36）に接続
されている。
【００２９】
　　上記ブリッジ回路（51）の第３の接続端と第４の接続端は、一方向通路（52）の両端
が接続されている。該一方向通路（52）は、上流側からレシーバ（34）と室外絞り弁（35
）とが順に接続され、冷房サイクルと暖房サイクルとの双方において、冷媒がレシーバ（
34）から室外絞り弁（35）に向かう方向にのみ流れるように構成されている。
【００３０】
　　上記室外絞り弁（35）は、開度が可変な電動膨張弁であって、冷媒減圧度が可変な熱
源側絞り機構を構成している。つまり、上記室外絞り弁（35）の開度が大きくなると、冷
媒減圧度が小さくなり、逆に、室外絞り弁（35）の開度が小さくなると、冷媒減圧度が大
きくなる。
【００３１】
　　上記室外熱交換器（33）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器
により構成されている。該室外熱交換器（33）は、冷媒回路（13）を循環する冷媒と室外
空気とを熱交換させる熱源側熱交換器を構成している。
【００３２】
　　一方、上記室内回路（40）は、再熱熱交換器（41）と除湿絞り弁（42）と利用側熱交
換器である室内熱交換器（43）とが順に冷媒配管（17）によって接続されて構成されてい
る。
【００３３】
　　上記再熱熱交換器（41）の液側の冷媒配管（17）は、液側連絡配管（15）の一端に接
続され、該液側連絡配管（15）の他端が液側閉鎖弁（36）に接続されている。
【００３４】
　　上記利用側熱交換器のガス側の冷媒配管（17）は、上記ガス側連絡配管（16）の一端
に接続されている。上記ガス側連絡配管（16）の他端がガス側閉鎖弁（37）に接続されて
いる。
【００３５】
　　上記除湿絞り弁（42）は、開度が可変な電動膨張弁であって、冷媒減圧度が可変な除
湿用絞り機構を構成している。つまり、上記除湿絞り弁（42）の開度が大きくなると、冷
媒減圧度が小さくなり、逆に、除湿絞り弁（42）の開度が小さくなると、冷媒減圧度が大
きくなる。
【００３６】
　　上記再熱熱交換器（41）及び室内熱交換器（43）は、クロスフィン式のフィン・アン
ド・チューブ型熱交換器により構成されている。そして、図示しないが、室内ユニット（
12）には、吸い込んだ室内空気を室内熱交換器（43）で冷媒と熱交換させた後、再熱熱交
換器（41）で冷媒と熱交換させる空気流れの空気通路が形成されている。
【００３７】
　　また、上記室内ユニット（12）には、室内空気の吸込側に温度センサ（2T）が設けら
れている。該温度センサ（2T）は、室内の空気温度である吸込空気温度を検出する温度検
出手段を構成している。
【００３８】
　　また、上記室外回路（30）には、バイパス通路（60）が設けられている。該バイパス
通路（60）の一端は、圧縮機（31）の吐出側に接続されている。また、上記バイパス通路
（60）の他端は、ブリッジ回路（51）と液側閉鎖弁（36）との間の冷媒配管（17）に接続
されている。
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【００３９】
　　上記バイパス通路（60）は、除湿運転時に圧縮機（31）の吐出冷媒を再熱熱交換器（
41）に導くように構成され、調整弁（61）が設けられている。該調整弁（61）は、バイパ
ス通路（60）を流れる冷媒流量を調節する流量調整機構を構成し、全開状態と全閉状態と
に切り換わる電磁弁によって構成されている。
【００４０】
　　上記コントローラ（20）は、温度センサ（2T）の検出信号が入力される一方、圧縮機
（31）の容量を制御すると共に、四路切換弁（32）の切り換えを制御して運転を制御する
ように構成されている。そして、上記コントローラ（20）には、除湿制御手段（21）が設
けられている。該除湿制御手段（21）は、温度センサ（2T）の検出信号に基づき、除湿運
転時において、調整弁（61）を全開状態にすると共に、吸込空気温度が目標温度より高い
と、室外絞り弁（35）の開度を大きくして冷媒減圧度を小さくする一方、上記吸込空気温
度が目標温度以下であると、室外絞り弁（35）の開度を小さくして冷媒減圧度を大きくす
るように上記室外絞り弁（35）及び調整弁（61）を制御する。つまり、上記調整弁（61）
は、冷房運転時及び暖房運転時に全閉状態に制御されている。
【００４１】
　　　　〈運転動作〉
　　次に、上述した空気調和装置（10）は、冷媒回路（13）における冷媒の循環方向を反
転させて冷房運転と暖房運転とを切り換える一方、除湿運転を行う。
【００４２】
　　　　－冷房運転－
　　冷房運転時には、室内熱交換器（43）及び再熱熱交換器（41）を共に蒸発器として冷
却動作を行う。この冷房運転時において、四路切換弁（32）は、図１に実線で示す状態と
なる。室外絞り弁（35）は、過熱度制御等によって所定の開度に調節され、除湿絞り弁（
42）は、全開状態に制御されている。また、バイパス通路（60）における調整弁（61）は
、除湿制御手段（21）によって全閉状態に制御されている。
【００４３】
　　上記圧縮機（31）で圧縮された冷媒は、四路切換弁（32）を通って室外熱交換器（33
）に流れる。該室外熱交換器（33）において、冷媒が室外空気へ放熱して凝縮する。この
凝縮した冷媒は、ブリッジ回路（51）及び一方向通路（52）を流れ、レシーバ（34）を経
て室外絞り弁（35）で膨張し、液側連絡配管（15）を流れる。
【００４４】
　　この液側連絡配管（15）の冷媒は、再熱熱交換器（41）及び室内熱交換器（43）にお
いて、室内空気から吸熱して蒸発する。つまり、上記再熱熱交換器（41）及び室内熱交換
器（43）では、室内空気が冷却される。蒸発した冷媒は、ガス側連絡配管（16）を流れ、
室外回路（30）に流入する。その後、上記冷媒は、四路切換弁（32）を通って圧縮機（31
）に戻る。このような冷媒の循環が繰り返される。
【００４５】
　　　　－暖房運転－
　　暖房運転時には、室内熱交換器（43）及び再熱熱交換器（41）を共に凝縮器として加
熱動作を行う。この暖房運転時において、四路切換弁（32）は、図１に破線で示す状態と
なる。室外絞り弁（35）は、過熱度制御等によって所定の開度に調節され、除湿絞り弁（
42）は、全開状態に制御されている。また、バイパス通路（60）における調整弁（61）は
、除湿制御手段（21）によって全閉状態に制御されている。
【００４６】
　　この場合、冷媒は、冷媒回路（13）内を冷房運転時とは基本的に逆方向に流れる。つ
まり、冷媒は、室内熱交換器（43）及び再熱熱交換器（41）で室内空気に放熱して凝縮し
、室外熱交換器（33）で室外空気から吸熱して蒸発し、室内が加熱される。尚、冷媒の流
れの詳細は省略する。
【００４７】
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　　　　－除湿運転－
　　除湿運転時は、冷房サイクルで行われ、室外熱交換器（33）及び再熱熱交換器（41）
が共に凝縮器となり、室内熱交換器（43）が蒸発器となって除湿動作が行われる。この冷
房運転時において、四路切換弁（32）は、図１に実線で示す状態となる。室外絞り弁（35
）は、除湿制御手段（21）によって開度が制御され、除湿絞り弁（42）は、過熱度等の所
定開度に調節される。また、バイパス通路（60）における調整弁（61）は、除湿制御手段
（21）によって全開状態に制御されている。
【００４８】
　　この状態において、上記圧縮機（31）で圧縮された吐出冷媒の一部は、四路切換弁（
32）を通って室外熱交換器（33）に流れ、該室外熱交換器（33）において、冷媒が室外空
気へ放熱して凝縮する。この凝縮した冷媒は、ブリッジ回路（51）及び一方向通路（52）
を流れ、レシーバ（34）及び室外絞り弁（35）を流れる。
【００４９】
　　一方、上記圧縮機（31）で圧縮された吐出冷媒の一部は、気相のままバイパス通路（
60）を流れ、室外絞り弁（35）を流れた液冷媒と混合する。この気液二相の冷媒は、液側
連絡配管（15）を流れ、再熱熱交換器（41）において、ガス冷媒が室内空気へ放熱して凝
縮する。
【００５０】
　　その後、上記液冷媒は、除湿絞り弁（42）で膨張し、室内熱交換器（43）において、
室内空気から吸熱して蒸発する。つまり、室内空気は、室内熱交換器（43）で冷却されて
除湿され、その後、この冷却除湿された室内空気は、再熱熱交換器（41）で加熱され、吸
込温度とほぼ同じ温度になって室内に吹き出し、室内を除湿する。蒸発した冷媒は、ガス
側連絡配管（16）を流れ、室外回路（30）に流入する。その後、冷媒は、四路切換弁（32
）を通って圧縮機（31）に戻る。このような冷媒の循環が繰り返される。
【００５１】
　　そこで、上記室外絞り弁（35）及び調整弁（61）の制御を図２に基づいて説明する。
【００５２】
　　先ず、運転を開始すると、ステップＳＴ１１において、除湿運転か否かを判定する。
除湿運転でない場合、ステップＳＴ１１からステップＳＴ１２に移り、調整弁（61）を全
閉状態にし、バイパス通路（60）を閉鎖する。その後、ステップＳＴ１３に移り、室外絞
り弁（35）を通常制御し、つまり、例えば、冷房運転時において、室外絞り弁（35）を過
熱度制御してステップＳＴ１１に戻り、上述の動作を繰り返す。
【００５３】
　　上記除湿運転の場合、上記ステップＳＴ１１からステップＳＴ１４に移り、調整弁（
61）を全開状態にし、バイパス通路（60）を連通させ、圧縮機（31）の吐出冷媒の一部を
再熱熱交換器（41）に供給する。その後、ステップＳＴ１５に移り、室温である吸込空気
温度が予め設定された目標温度の範囲内か否かを判定する。
【００５４】
　　上記吸込空気温度が目標温度の範囲内である場合、ステップＳＴ１５からステップＳ
Ｔ１１に戻り、上述の動作を繰り返す。上記吸込空気温度が目標温度の範囲外であって、
上記吸込空気温度が目標温度範囲より高い場合、又は吸込空気温度が目標温度範囲より低
い場合、ステップＳＴ１５からステップＳＴ１６に戻り、上記吸込空気温度が目標温度範
囲より高いか否かを判定する。
【００５５】
　　上記吸込空気温度が目標温度範囲より高い場合、ステップＳＴ１６からステップＳＴ
１７に移り、室外絞り弁（35）の開度を大きくして冷媒減圧度を小さくする。つまり、上
記再熱熱交換器（41）において、室内空気が加熱され過ぎている状態であるので、液冷媒
量の供給を増大させ、室温である吸込空気温度を低下させる。その後、ステップＳＴ１７
からステップＳＴ１１に戻り、上述の動作を繰り返す。
【００５６】
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　　一方、上記吸込空気温度が目標温度範囲より低い場合、上記ステップＳＴ１６からス
テップＳＴ１８に移り、室外絞り弁（35）の開度を小さくして冷媒減圧度を大きくする。
つまり、再熱熱交換器（41）において、室内空気が加熱されていない状態であるので、液
冷媒量の供給を減少させ、室温である吸込空気温度を上昇させる。その後、ステップＳＴ
１８からステップＳＴ１１に戻り、上述の動作を繰り返す。
【００５７】
　　　　〈前提技術１の効果〉
　　以上のように、本前提技術によれば、除湿運転時に圧縮機（31）の吐出冷媒を再熱熱
交換器（41）に供給するバイパス通路（60）を設けると共に、除湿運転時に室外絞り弁（
35）の開度を制御するので、室内空気の制御範囲の拡大を図ることができる。つまり、室
内を冷房気味除湿又は暖房気味除湿に制御することができるので、快適な空気調和を行う
ことができる。
【００５８】
　　また、上記バイパス通路（60）を設けるようにしたために、再熱熱交換器（41）にお
ける冷媒側熱交換が気液二相の状態で行われるようにすることができる。この結果、必要
再熱量を確保するに際して、再熱熱交換器（41）の小型化を図ることができる。一方、高
圧冷媒圧力の上昇を抑制することができるので、省エネルギ化を図ることができる。
【００５９】
　　つまり、配管長さが長い長配管の冷媒回路（13）にも対応し得るように多くの冷媒を
冷媒回路（13）に充填する場合がある。このような場合、冷媒回路（13）にレシーバ（34
）を設け、配管長さが短い場合、冷房運転等に余剰となる冷媒を溜め込めるようにしてい
る。このレシーバ（34）を冷媒回路（13）に設けた場合、除湿運転を行うと、室外絞り弁
（35）を全開状態とするため、レシーバ（34）に溜まった液冷媒が再熱熱交換器（41）に
流れて該再熱熱交換器（41）に溜まることになる。
【００６０】
　　この結果、上記再熱熱交換器（41）における冷媒側熱交換は、液冷媒のみの液単相と
なり、必要な再熱量を確保することができないという問題があった。この必要再熱量を確
保するようにすると、再熱熱交換器（41）が大型化する一方、高圧冷媒圧力が上昇する。
【００６１】
　　したがって、上記バイパス通路（60）を設けることにより、上記再熱熱交換器（41）
における冷媒側熱交換が気液二相の状態で行われるようにすることができる。
【００６２】
　　〈前提技術２〉
　　次に、前提技術２を図面に基づいて詳細に説明する。
【００６３】
　　前提技術２は、前提技術１の除湿制御手段（21）が除湿運転時に調整弁（61）を全開
状態に制御したのに代えて、除湿制御手段（21）が除湿運転時に室外絞り弁（35）の開度
及び調整弁（61）の開度を共に制御するようにしたものである。
【００６４】
　　つまり、図３に示すように、調整弁（61）は、開度調整が自在な電動弁によって構成
されている。一方、上記除湿制御手段（21）は、除湿運転時において、吸込空気温度が目
標温度より高いと、室外絞り弁（35）の開度を大きくして冷媒減圧度を小さくすると共に
、調整弁（61）の開度を小さくする一方、上記吸込空気温度が目標温度以下であると、室
外絞り弁（35）の開度を小さくして冷媒減圧度を大きくすると共に、調整弁（61）の開度
を大きくするように上記室外絞り弁（35）及び調整弁（61）を制御する。
【００６５】
　　そこで、上記室外絞り弁（35）及び調整弁（61）の制御を図４に基づいて説明する。
【００６６】
　　先ず、運転を開始すると、ステップＳＴ２１からステップＳＴ２３において、前提技
術１のステップＳＴ１１からステップＳＴ１３と同様の動作が行われる。つまり、除湿運
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転か否かを判定し、除湿運転でない場合、調整弁（61）を全閉状態にし、バイパス通路（
60）を閉鎖する。その後、室外絞り弁（35）を通常制御してステップＳＴ２１に戻り、上
述の動作を繰り返す。
【００６７】
　　上記除湿運転の場合、ステップＳＴ２１からステップＳＴ２４に移り、室温である吸
込空気温度が予め設定された目標温度の範囲内か否かを判定する。上記吸込空気温度が目
標温度の範囲内である場合、ステップＳＴ２４からステップＳＴ２１に戻り、上述の動作
を繰り返す。
【００６８】
　　上記吸込空気温度が目標温度の範囲外であって、上記吸込空気温度が目標温度範囲よ
り高い場合、又は吸込空気温度が目標温度範囲より低い場合、ステップＳＴ２４からステ
ップＳＴ２５に戻り、上記吸込空気温度が目標温度範囲より高いか否かを判定する。
【００６９】
　　上記吸込空気温度が目標温度範囲より高い場合、ステップＳＴ２５からステップＳＴ
２６に移り、上記室外絞り弁（35）の開度を大きくして冷媒減圧度を小さくすると共に、
調整弁（61）を閉じる方向に制御して開度を小さくする。
【００７０】
　　つまり、上記バイパス通路（60）を連通させ、圧縮機（31）の吐出冷媒の一部を再熱
熱交換器（41）に供給すると共に、現在、再熱熱交換器（41）において、室内空気が加熱
され過ぎている状態であるので、液冷媒量の供給を増大させると共に、圧縮機（31）の吐
出冷媒を減少させ、室温である吸込空気温度を低下させる。その後、ステップＳＴ２６か
らステップＳＴ２１に戻り、上述の動作を繰り返す。
【００７１】
　　一方、上記吸込空気温度が目標温度範囲より低い場合、上記ステップＳＴ２５からス
テップＳＴ２７に移り、上記室外絞り弁（35）の開度を小さくして冷媒減圧度を大きくす
ると共に、調整弁（61）を開ける方向に制御して開度を大きくする。
【００７２】
　　つまり、上記バイパス通路（60）を連通させ、圧縮機（31）の吐出冷媒の一部を再熱
熱交換器（41）に供給すると共に、現在、再熱熱交換器（41）において、室内空気が加熱
されていない状態であるので、液冷媒量の供給を減少させると共に、圧縮機（31）の吐出
冷媒を増大させ、室温である吸込空気温度を上昇させる。その後、ステップＳＴ２７から
ステップＳＴ２１に戻り、上述の動作を繰り返す。
【００７３】
　　したがって、本前提技術２によれば、除湿運転時に室外絞り弁（35）と調整弁（61）
との開度を共に制御するので、室内空気の制御範囲の拡大を図ることができる。つまり、
室内を冷房気味除湿又は暖房気味除湿に制御することができるので、快適な空気調和を行
うことができる。特に、室外絞り弁（35）と調整弁（61）とを共に制御するので、より精
度の高い制御を行うことができ、より快適性の向上を図ることができる。その他の構成、
作用及び効果は前提技術１と同様である。
【００７４】
　　〈発明の実施形態〉
　　次に、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００７５】
　　本実施形態は、前提技術２の除湿制御手段（21）が除湿運転時に室外絞り弁（35）及
び調整弁（61）の開度を同時に制御するようにしたのに代えて、除湿制御手段（21）が除
湿運転時に室外絞り弁（35）の開度及び調整弁（61）の開度を個別に制御するようにした
ものである。
【００７６】
　　つまり、上記調整弁（61）は、開度調整が自在な電動弁によって構成されている。
【００７７】
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　　一方、上記除湿制御手段（21）は、除湿運転時に、吸込空気温度が目標温度より高い
と、調整弁（61）を全開状態として室外絞り弁（35）の開度を大きくして冷媒減圧度を小
さくする絞り制御と、室外絞り弁（35）を全開状態とした冷媒減圧度の最小状態として調
整弁（61）の開度を小さくする調整制御とを選択して実行するように構成されている。
【００７８】
　　更に、上記除湿制御手段（21）は、除湿運転時に、上記吸込空気温度が目標温度以下
であると、調整弁（61）を全開状態として室外絞り弁（35）の開度を小さくして冷媒減圧
度を大きくする絞り制御と室外絞り弁（35）を全開状態とした冷媒減圧度の最小状態とし
て調整弁（61）の開度を大きくする調整制御とを選択して実行するように構成されている
。
【００７９】
　　具体的に、上記除湿制御手段（21）は、室外絞り弁（35）と調整弁（61）とにおける
圧力損失が最小となるように室外絞り弁（35）と調整弁（61）とを選択して制御するよう
に構成されている。そこで、上記圧力損失と室外絞り弁（35）及び調整弁（61）の制御と
の関係を説明する。
【００８０】
　　先ず、図６は、調整弁（61）の開度を一定とし、室外絞り弁（35）の流量係数（Ｃｖ
値）と再熱熱交換器（41）の入口乾き度との関係を示している。特性曲線Ｅ１は、調整弁
（61）の流量係数（Ｃｖ値）を０．８８とし、特性曲線Ｅ２は、調整弁（61）の流量係数
（Ｃｖ値）を０．６３とし、特性曲線Ｅ３は、調整弁（61）の流量係数（Ｃｖ値）を０．
２４とした場合を示している。
【００８１】
　　上記何れの場合においても、室外絞り弁（35）のＣｖ値を大きくすると、つまり、室
外絞り弁（35）の開度を大きくして冷媒減圧度を小さくするにしたがって、再熱熱交換器
（41）の入口乾き度が小さくなる。すなわち、上記室外絞り弁（35）の開度を大きくする
にしたがって、該室外絞り弁（35）を流れる液冷媒量が多くなるので、再熱熱交換器（41
）の入口における冷媒は、湿り度合が大きくなる。
【００８２】
　　一方、図７は、調整弁（61）の開度を一定とし、再熱熱交換器（41）の入口乾き度と
圧力損失（圧損）との関係を示している。特性曲線Ｆ１は、調整弁（61）の流量係数（Ｃ
ｖ値）を０．８８とし、特性曲線Ｆ２は、調整弁（61）の流量係数（Ｃｖ値）を０．６３
とし、特性曲線Ｆ３は、調整弁（61）の流量係数（Ｃｖ値）を０．４０とし、特性曲線Ｆ
４は、調整弁（61）の流量係数（Ｃｖ値）を０．２４とし、特性曲線Ｆ５は、調整弁（61
）の流量係数（Ｃｖ値）を０．１５とし、特性曲線Ｆ６は、調整弁（61）の流量係数（Ｃ
ｖ値）を０．１０とした場合を示している。
【００８３】
　　上記何れの場合においても、室外絞り弁（35）のＣｖ値を小さくすると、つまり、室
外絞り弁（35）の開度を小さくして冷媒減圧度を大きくするにしたがって、再熱熱交換器
（41）の入口乾き度が大きくなり、圧力損失も大きくなる。すなわち、上記室外絞り弁（
35）の開度を小さくするにしたがって、該室外絞り弁（35）を流れる液冷媒量が少なくな
るので、再熱熱交換器（41）の入口における冷媒は、湿り度合が小さくなると同時に、圧
力損失も大きくなる。
【００８４】
　　また、図７における特性曲線Ｇは、室外絞り弁（35）の制御限界を示し、つまり、室
外絞り弁（35）が全開状態の特性を示している。つまり、この特性曲線Ｇは、室外絞り弁
（35）が全開状態において、調整弁（61）の流量係数（Ｃｖ値）である開度を変化させた
場合を示している。上記調整弁（61）の開度を大きくしていくと、図７の左側から右側に
向かって特性が変化し、調整弁（61）を流れるガス冷媒量が多くなるので、再熱熱交換器
（41）の入口における冷媒は、乾き度合が大きくなると同時に、圧力損失は小さくなる。
【００８５】
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　　したがって、例えば、特性曲線ＧにおけるＡ点からＢ点まで該特性曲線Ｇに沿って調
整弁（61）の開度を制御し（調整制御）、特性曲線Ｆ２におけるＢ点からＣ点まで該特性
曲線Ｆ２に沿って室外絞り弁（35）の開度を制御する（絞り制御）。この結果、所定の再
熱熱交換器（41）の入口乾き度が決定されると、圧力損失が小さくなるように、室外絞り
弁（35）又は調整弁（61）を選択的に制御する。
【００８６】
　　次に、上記室外絞り弁（35）及び調整弁（61）の制御を図５に基づいて説明する。
【００８７】
　　先ず、運転を開始すると、ステップＳＴ３１からステップＳＴ３３において、前提技
術２のステップＳＴ２１からステップＳＴ２３と同様の動作が行われる。つまり、除湿運
転か否かを判定し、除湿運転でない場合、調整弁（61）を全閉状態にし、バイパス通路（
60）を閉鎖する。その後、室外絞り弁（35）を通常制御してステップＳＴ３１に戻り、上
述の動作を繰り返す。
【００８８】
　　上記除湿運転の場合、ステップＳＴ３１からステップＳＴ３４に移り、室温である吸
込空気温度が予め設定された目標温度の範囲内か否かを判定する。上記吸込空気温度が目
標温度の範囲内である場合、ステップＳＴ３４からステップＳＴ３１に戻り、上述の動作
を繰り返す。
【００８９】
　　上記吸込空気温度が目標温度の範囲外であって、上記吸込空気温度が目標温度範囲よ
り高い場合、又は吸込空気温度が目標温度範囲より低い場合、ステップＳＴ３４からステ
ップＳＴ３５に戻り、上記吸込空気温度が目標温度範囲より高いか否かを判定する。
【００９０】
　　上記吸込空気温度が目標温度範囲より高い場合、ステップＳＴ３５からステップＳＴ
３６に移り、室外絞り弁（35）が全開状態か否かを判定する。また、上記吸込空気温度が
目標温度範囲より低い場合、上記ステップＳＴ３５からステップＳＴ３７に移り、調整弁
（61）が全開状態か否かを判定する。
【００９１】
　　上記ステップＳＴ３６において、室外絞り弁（35）が全開状態でない場合、ステップ
ＳＴ４１に移り、絞り制御を実行し、調整弁（61）を全開状態のままで室外絞り弁（35）
の開度を大きくして冷媒減圧度を小さくする。例えば、図７において、特性曲線Ｆ２に沿
ってＣ点からＢ点に向かって室外絞り弁（35）の開度を大きくする。
【００９２】
　　上記ステップＳＴ３６において、室外絞り弁（35）が全開状態である場合、ステップ
ＳＴ４２に移り、調整制御を実行し、上記室外絞り弁（35）を全開状態のままで調整弁（
61）の開度を小さくする。例えば、図７において、特性曲線Ｇに沿ってＢ点からＡ点に向
かって調整弁（61）の開度を小さくする。
【００９３】
　　つまり、上記バイパス通路（60）が連通し、圧縮機（31）の吐出冷媒の一部を再熱熱
交換器（41）に供給すると共に、現在、再熱熱交換器（41）において、室内空気が加熱さ
れ過ぎている状態であるので、液冷媒量の供給を増大させるか（絞り制御）、又は圧縮機
（31）の吐出冷媒を減少させ（調整制御）、室温である吸込空気温度を低下させる。その
後、ステップＳＴ４１又はステップＳＴ４２からステップＳＴ３１に戻り、上述の動作を
繰り返す。
【００９４】
　　一方、上記ステップＳＴ３７において、調整弁（61）が全開状態でない場合、ステッ
プＳＴ４３に移り、調整制御を実行し、室外絞り弁（35）を全開状態のままで調整弁（61
）の開度を大きくする。例えば、図７において、特性曲線Ｇに沿ってＡ点からＢ点に向か
って調整弁（61）の開度を大きくする。
【００９５】
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　　上記ステップＳＴ３７において、調整弁（61）が全開状態である場合、ステップＳＴ
４４に移り、絞り制御を実行し、上記調整弁（61）を全開状態のままで室外絞り弁（35）
の開度を小さくして冷媒減圧度を大きくする。例えば、図７において、特性曲線Ｆ２に沿
ってＢ点からＣ点に向かって室外絞り弁（35）の開度を小さくする。
【００９６】
　　つまり、上記バイパス通路（60）が連通し、圧縮機（31）の吐出冷媒の一部を再熱熱
交換器（41）に供給すると共に、現在、再熱熱交換器（41）において、室内空気が加熱さ
れていない状態であるので、圧縮機（31）の吐出冷媒を増大させるか（調整制御）、又は
液冷媒量の供給を減少させ（絞り制御）、室温である吸込空気温度を上昇させる。その後
、ステップＳＴ４３又はステップＳＴ４４からステップＳＴ３１に戻り、上述の動作を繰
り返す。
【００９７】
　　したがって、本実施形態によれば、除湿運転時に室外絞り弁（35）と調整弁（61）と
の開度を選択的に制御するので、室内空気の制御範囲の拡大を図ることができると共に、
圧力損失の低減を図ることができる。つまり、室内を冷房気味除湿又は暖房気味除湿に制
御することができるので、快適な空気調和を行うことができる。また、室外絞り弁（35）
と調整弁（61）とを選択して制御するので、圧力損失が最小の状態で除湿運転を実行する
ことができるので、運転効率の向上を図ることができる。その他の構成、作用及び効果は
前提技術２と同様である。
【００９８】
【発明の他の実施の形態】
　　上記実施形態においては、１つの室内ユニット（12）を設けた空気調和装置について
説明したが、本発明は、複数の室内ユニット（12）を有する空気調和装置であってもよい
。
【００９９】
　　また、本発明は、必ずしもレシーバ（34）を備える必要はないものであり、要するに
、上記調整弁（61）を備えたバイパス通路（60）を有するものであればよい。
【０１００】
　　また、本発明は、冷房運転と除湿運転とを行う空気調和装置であってもよく、ブリッ
ジ回路（51）を有していなくともよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の前提技術１の空気調和装置を示す冷媒回路図である。
【図２】　　本発明の前提技術１の空気調和装置を示す制御フロー図である。
【図３】　　本発明の前提技術２の空気調和装置を示す冷媒回路図である。
【図４】　　本発明の前提技術２の空気調和装置を示す制御フロー図である。
【図５】　　本発明の実施形態の空気調和装置を示す制御フロー図である。
【図６】　　本発明の実施形態の室外絞り弁のＣｖ値と再熱熱交換器の入口乾き度との関
係を示す特性図である。
【図７】　　本発明の実施形態の再熱熱交換器の入口乾き度と圧力損失との関係を示す特
性図である。
【符号の説明】
10　　　　　　空気調和装置
13　　　　　　冷媒回路
17　　　　　　冷媒配管
21　　　　　　除湿制御手段
30　　　　　　室外回路
31　　　　　　圧縮機
33　　　　　　室外熱交換器（熱源側熱交換器）
35　　　　　　室外絞り弁（熱源側絞り機構）
40　　　　　　室内回路
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41　　　　　　再熱熱交換器
42　　　　　　除湿絞り弁（除湿用絞り機構）
43　　　　　　室内熱交換器（利用側熱交換器）
60　　　　　　バイパス通路
61　　　　　　流量調整機構（調整弁）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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